
市町村地域防災計画修正に関する意見の専決処分 

 

○  会長専決処分事項 

    愛知県防災会議運営要綱第８条第１項に基づき、下記のとおり会長専決処分を行ったの 

で、同条第２項に基づき、愛知県防災会議において報告する。 

 １ 主な修正事項 

     愛知県地域防災計画の修正に伴うもの、市町村独自の修正によるもの 

２ 専決処分結果 

     １０市の修正協議及び２市の修正報告について、下記のとおり専決処分した。 

市町村防災会議 協議又は報告日 専決処分日 専決処分結果 備考 

名 古 屋 市 平成23年 6月 7日 平成23年 6月 7日 異議なし 修正協議 

日 進 市 平成23年 6月17日 平成23年 6月17日 異議なし 同上 

大 府 市 平成23年 7月 7日 平成23年 7月 7日 異議なし 
同上 

常 滑 市 平成23年 7月14日 平成23年 7月14日 異議なし 
同上 

稲 沢 市 平成23年 7月14日 平成23年 7月14日 異議なし 
同上 

春 日 井 市 平成23年 7月19日 平成23年 7月19日 異議なし 
同上 

江 南 市 平成23年 7月21日 平成23年 7月21日 異議なし 
同上 

岩 倉 市 平成23年 7月28日 平成23年 7月28日 異議なし 
同上 

豊 川 市 平成23年 8月 4日 平成23年 8月 4日 異議なし 
同上 

瀬 戸 市 平成23年 8月15日 平成23年 8月15日 異議なし 
同上 

知 多 市 平成23年10月21日 平成23年10月21日 助言・勧告なし 修正報告 

犬 山 市 平成23年11月14日 平成23年11月14日 助言・勧告なし 同上 

 

資料４ 


